
  たつの市 

利用者募集 

 

 
 
 
  

全てのこどもの育ちを応援し、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわら

ない形での支援を強化するため、保護者の就労要件を問わず、保育所・認定こども園

を時間単位で定期的に利用できるこども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）を令

和 8 年度から実施しますので利用者を募集します。 

 

対    象 保育所・認定こども園に通園していない０歳６か月から満３歳未満の

こども 

       ※保護者の就労要件を問いません。 

 

実 施 方 法 原則、毎週同じ曜日・時間帯で利用（利用する月は、利用するこどもの

保護者が選択可） 

※利用できる曜日・時間帯及び定員等については、施設により異なり 

ます。詳細は市ホームページ又は実施施設にお問い合わせくださ 

い。 

 

利用可能時間 こども１人につき月１０時間まで 

 

利  用  料 １時間につき３００円 

       ※利用世帯の市民税課税状況等により減免があります。 

 

利 用 開 始 令和８年４月（利用申請受付：令和８年３月１日（日）から随時受付） 

 

実 施 施 設 市内私立保育所・認定こども園 

※詳しくは市ホームページでご確認ください。 

 

利 用 方 法 うら面をご覧ください。 

 

  【お問い合わせ】たつの市教育委員会事務局幼児教育課 

            TEL：０７９１－６４－３２２２ 

           MAIL：yojikyoiku@city.tatsuno.lg.jp 



  

 

 

     【利用申請】 

「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用申請を行います（申 

請者及びこどもの情報を登録してください）。 

        資格審査後に、たつの市から「アカウント発行のお知らせ」メールが届 

きますので、総合支援システムでパスワードリセットを行った後ログイン 

し、利用者及びこどもの追加情報を登録してください。 

   

   【初回面談】 

総合支援システムで施設を検索し、利用希望の施設に「初回面談」を予 

約してください。 

施設から日程調整の連絡があるので、施設でこどもと一緒に面談を受け 

てください。 

      

    【利用予約】 

施設から「受入可」のメールが届いたら、総合支援システムで利用の予 

約をしてください（希望する曜日・時間帯を登録してください）。予約が 

確定したら、施設から予約完了メールが届きます。 

       

    【利用料の支払い】 

       利用後に施設の指定する方法で利用料をお支払いください。 

      

 

 

たつの市ホームページ 

  https://www.city.tatsuno.lg.jp/kosodate-site/mokuteki/teate-josei/9848.html  

 

 

 

 

 

 

利用申請はこちらから 
こども誰でも通園制度総合支援システム 

https://www.daretsu.cfa.go.jp/ 
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